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申込者が多数の場合、抽選により当選者を決定します。申込
書の記載内容に、漏れや誤りがあった場合は、抽選に当選し
ても取消しとなります。お申込前に、必ず別添の「応募の手
引き」、「募集住宅案内書」及び下記事項をお読みになったう
えでお申し込みください。

１ 応募される方の資格

２ お申し込みされる住宅について
上記１の応募資格のほか、お申し込みされる住宅ごとに、さらに要件が
定められています。詳しい要件は募集案内書をご確認ください。

３ 申込方法

↓電子申請によるお申し込みをされる前に必ずお読みください。↓

① 入居しようとする世帯の全員に持ち家がなく、現に住宅に困窮さ
れている方

② 入居しようとする世帯の収入が基準額以下であること。（基準額
及び収入の算定方法は「募集案内書」をご確認ください）

③ 入居しようとする世帯の中に暴力団の構成員がいないこと。

④ 入居しようとする世帯の中に過去、道営住宅での未納家賃等がある
方がいないこと。

電子申請により道営住宅入居申込をされる方へ

区 分 要 件

世帯向け住 同居する親族がいる方がお申し込みできます。

宅

単身者向け 同居者がいない単身の方がお申し込みできます。

住宅

特定目的住
高齢の方や、障がいをお持ちの方など、住宅ごとに定

宅
める、一定の要件に該当する方だけがお申し込みでき

ます。

① お申し込みは北海道電子自治体共同システムのページからアクセス

してください。
https://www.harp.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_soshiki&lgCd=010000&naviDir
Cd=08220000

② 最初のご利用の際に、利用者登録をしていただき、利用者ID、

パスワードの発行を受ける必要があります。

https://www.harp.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_soshiki&lgCd=010000&naviDirCd=08220000
https://www.harp.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=itiran_soshiki&lgCd=010000&naviDirCd=08220000
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１ 抽選の際の玉数が実際よりも多かった。

優遇措置とは、「特に居住の安定を図る必要がある者」として、一般の
世帯よりも抽選の際の玉数を増やすことにより当選率を引き上げる措置で
す。対象となる方の要件は別紙「特に居住の安定を図る必要がある方」を
ご覧ください。

連続落選年数は、１年以上連続して落選された方について、抽選の際の
玉数を増やすことにより当選率を引き上げる措置です。
持参により申込書を提出された方には、「抽選カード」を交付します
が、電子申請によるお申し込みの場合は、「抽選カード」の発行は行いま
せん。お申し込みされる方において把握いただきますようお願いいたしま
す。

2 希望した住戸の入居資格要件を欠いていた。

3 複数の申し込みをした。

① 一回の公募において、同一の方が、複数のお申込みをした場合は

当選取消しとなります。（持参と電子申請両方で申し込んだ場合など）

② 一回の公募において、同一世帯の世帯員が、各々でお申込みした

場合は当選取消しとなります。（夫婦や親子各々で申し込んだ場合など）

公募している住戸には、高齢者、障がい者、単身者など、特定の要件

に該当する方だけがお申し込み出来る住戸があります。要件に該当しな

い方が仮当選した場合は当選取消しとなります。募集住戸一覧等に記載す

る入居資格要件をよくご確認のうえお申し込みください。

次のような場合は、「審査完了」のメールが着信していて、

仮当選した場合であっても、当選取消しとなりますので注意し

てください。

① 「優遇措置対象項目」に該当しないにもわらず、チェックをつけて

しまった場合は、当選取消しとなります。

② 「連続落選年数」について、実際の年数よりも多い年数を記載して

しまった場合は、当選取消しとなります。
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区 分 要 件

高 齢 者 等 ［入居者の方が60才以上］
次のいずれかに該当する世帯構成（内縁関係にある配偶者を含む）
① すべての同居者が６０才以上又は１８才未満
② 配偶者のみ
③ 配偶者と１８才未満
④ 同居者がいない（単身者）

［入居者の方が60才未満］
次のいずれかに該当する世帯構成（内縁関係にある配偶者を含む）
① ６０才以上の配偶者のみ
② ６０才以上の配偶者と１８才未満

海外引揚者 海外からの引揚者で、日本に帰国してから５年を経過していない方

障がい者等 次のいずれかの認定等級に該当する手帳等の所持者がいる世帯
（１）身体障がい者手帳（１級から４級）
（２）精神障がい者保健福祉手帳（１級又は２級）
（３）療育手帳（Ａ判定又はＢ判定）
（４）戦傷病者手帳（特別項症第６項症まで、又は第１款症）

母子・父子 現に扶養する２０才未満の子と現に同居し、又は同居しようとする
世帯 寡婦（夫）

子育て世帯 中学校就学前の子供が同居する世帯（札幌市内の道営住宅について
は、小学校就学前の子供が同居する世帯）

多家族世帯 次のいずれかに該当する世帯
（１）５人以上の世帯
（２）４人世帯で１８才未満の子が３名いる世帯

ＤＶ被害者 次のいずれかに該当する方（いずれも保護中の者を含む。）
（１）配偶者暴力防止等による一時保護又は保護が終了した日から

５年以内
（２）配偶者暴力防止等にもとづく裁判所の退去命令又は接近禁止

命令が出されて５年以内
（３）児童福祉法にもとづく母子生活支援施設での保護が終了して

から５年以内

犯罪被害者 犯罪行為によって被害のあった日から５年以内の方で、次のいずれ
かに該当する方のいる世帯
（１）犯罪の影響により収入が著しく減少し、現に居住し続けるこ

とが困難になった方
（２）現に居住している住宅又はその付近において犯罪が行われた

ことにより、当該住宅に居住し続けることが困難になった方

新婚世帯※ 入居者及び配偶者の年齢が合計７０才以下であり、かつ、婚姻の届
出の日から２年以内の方（札幌市内の道営住宅については除きます）
※ 新婚世帯に該当する場合は、申込書中、優遇措置対象項目の「そ
の他」欄に新婚世帯 と記載願います。

特に居住の安定を図る必要がある方
（優遇措置対象項目：抽選の際、当選率の引き上げとなる方）


